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～ はじめに ～ 

 

運営適正化委員会は、社会福祉法第８３条に基づき、各都道府県社会福祉協議会に設置

されております。委員会は目的によって二つの合議体を設置しております。 

 

第一は運営監視合議体で、機能は福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）

について、適正な運営の確保のための監視、助言、勧告を行うことです。この福祉サービ

ス利用援助事業（日常生活自立支援事業）は判断能力の低下が認められる認知症高齢者、

精神障害者、知的障害者等の方々の福祉サービス利用援助、行政手続き援助、日常的金銭

管理援助、及び定期的な訪問による日常生活の見守り等を行う事業で、市町村社会福祉協

議会が窓口になり実施しています。 

埼玉県運営適正化委員会では１０名の委員が各市町村社会福祉協議会における事業の運

営状況について確認し、必要に応じて助言や勧告を行っております。この事業においては

成年後見制度との連携が重要な課題となっております。 

 

第二は苦情解決合議体で、機能は福祉サービスに関する利用者等からの苦情相談に対し

て助言をし、苦情に至った状況についての調査、必要により申出人とサービス提供事業者

の同意を得て解決のあっせんを行うことです。そして、サービス利用者の処遇に関して不

当な行為が行われているおそれがあると認めるものについては、埼玉県知事に通知を行う

こととしています。 

６名の委員が定期的な会議で案件を協議するとともに、実際に施設を訪問して委員が直

接事業所の担当者と意見交換し、必要に応じて助言する巡回相談を行っております。 

令和４年度における相談件数の合計は３８２件となり、前年度に比較して１１件の増加

となりました。 

 苦情解決合議体に付議した案件についてみると、障害福祉サービスに関する苦情が最も

多く、児童・高齢者福祉サービス、及び社会福祉協議会がそれに次いでいます。特に障害

者については、就労支援事業所（就労移行支援や就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所等）や共同

生活援助を利用している精神障害や発達障害がある方からの相談が多い傾向があります。

精神障害や発達障害はそれぞれの障害の個人差が大きく、その理解と個別のニーズに応じ

た支援には、支援する職員の専門的知識に裏打ちされた経験によって培われる力量の向上

が重要です。 

 

 本委員会は与えられた機能を最大限に発揮し、支援が必要な方々や福祉サービスを利用

する方々の権利擁護に努めてまいります。この報告書を福祉サービス事業に関わる方々の

参考に資することができれば幸いです。 

 

令和５年５月 

埼玉県運営適正化委員会 

委員長 栗原 直樹 
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Ⅰ  埼玉県運営適正化委員会の設置・運営 

 

１ 運営適正化委員会の設置 

運営適正化委員会は、社会福祉法第８３条の規定により埼玉県社会福祉協議会に設

置されています。委員会には大きく分けて２つの役割があります。 

一つは日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の運営監視です。この

事業は埼玉県社会福祉協議会及びさいたま市社会福祉協議会を実施主体とし、県内各

市町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。 

もう一つは福祉サービスに関する苦情について、相談を受け付け、解決に向けて助

言や事情調査、あっせんなどを行います。苦情の解決を図ることによって、福祉サー

ビスの適切な利用や提供を支援し、利用者の権利を擁護するとともに福祉サービスの

質の向上を図る支援をします。 

 

（１）委員構成 

運営適正化委員会の委員は、公正性及び多様な事例に対して適正な機能を発揮す

るために次の分野から選任することになっています。選任にあたっては、特定の分

野に多数の者が偏らないよう各分野から選出しています。 

   ①社会福祉に関し学識経験を有する者（７名） 

公益を代表する者（３名） 

福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者（２名） 

福祉サービスの提供者を代表する者（２名） 

   ②法律に関し学識経験を有する者（２名） 

   ③医療に関し学識経験を有する者（１名） 

 

（２）定数及び任期 

委員の定数は、社会福祉法施行令により、都道府県社会福祉協議会において定め

るものとされています。本県の定数は１０名で、任期は２年間です。 

 

（３）委員の選出方法 

運営適正化委員会の委員は、埼玉県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同

意を得て、同協議会会長が選任します。 
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（４）運営適正化委員会委員名簿 

 

任期：令和２年９月１日から令和４年８月３１日  

（令和２年９月１日現在）  

選出分野 氏  名 所属・役職 
委員会 

役 職 

各合議体 

運営監視 苦情解決 

社
会
福
祉
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者 

公益を代表

する者 

栗原 直樹 
社会福祉専門職団体 

理事 
委員長 ○ 

○ 

委員長 

大塚 良一 大学教授 職務代理 ○ ○ 

遅塚 昭彦 
社会福祉専門職団体 

理事 
 ○ ○ 

福祉サービ

ス利用援助

事業の対象

者を支援す

る団体を代

表する者 

髙田 憲 
知的障害者関係団体 

副理事長 
 ○  

森本 剛 
高齢者関係団体 

副代表 
 ○  

福祉サービ

スの提供者

を代表する

者 

中重 文美 
高齢福祉サービス事業

所関係団体 副会長 
 ○  

松本 哲 
障害福祉サービス事業

所関係団体 副会長 
 ○  

法律に関し学識

経験を有する者 

城口 美恵子 弁護士  
○ 

委員長 
○ 

石塚 章夫 弁護士  ○ 
○ 

代理 

医療に関し学識

経験を有する者 
金野 倫子 大学教授、精神科医  

○ 

代理 
○ 
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任期：令和４年９月１日から令和６年８月３１日  

（令和４年９月１日現在）  

選出分野 氏  名 所属・役職 
委員会 

役 職 

各合議体 

運営監視 苦情解決 

社
会
福
祉
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者 

公益を代表

する者 

栗原 直樹 
社会福祉専門職団体 

理事 
委員長 ○ 

○ 

委員長 

大塚 良一 大学特任教授 職務代理 ○ ○ 

遅塚 昭彦 
社会福祉専門職団体 

理事 
 

○ 

委員長 
○ 

福祉サービ

ス利用援助

事業の対象

者を支援す

る団体を代

表する者 

髙田 憲 
知的障害者関係団体 

副理事長 
 ○  

森本 剛 
高齢者関係団体 

副代表 
 ○  

福祉サービ

スの提供者

を代表する

者 

中重 文美 
高齢福祉サービス事業

所関係団体 副会長 
 ○  

松本 哲 
障害福祉サービス事業

所関係団体 副会長 
 ○  

法律に関し学識

経験を有する者 

石塚 章夫 弁護士  ○ 
○ 

代理 

清水 貴行 弁護士  
○ 

代理 
○ 

医療に関し学識

経験を有する者 
金野 倫子 大学教授、精神科医  ○ ○ 
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２ 運営適正化委員会の開催 

今年度はすべての会議をオンラインで開催しました。 

 

＜第１回＞ 

期 日  令和４年５月１０日（火） 

議 題  令和３年度事業報告書（案）について 

 

＜第２回＞ 

期 日  令和４年９月１３日（火） 

  議 題  委員改選に伴う委員長の選出及び各合議体委員の指名について 

 

＜第３回＞ 

期 日  令和５年３月１４日（火） 

  議 題  令和５年度事業計画（案）について 

 

 

３ 関東甲信越静ブロック運営適正化委員会委員長等連絡会・相談員連絡会の開催 

 令和４年１０月７日（金）神奈川県が幹事となり、オンラインで開催されました。委

員１名、事務局長と事務局員２名の合計４名が出席しました。 

事前に議題等を提出し、各都県の状況を報告、議論しました。コロナ禍における事業

の実施方法などが議論され、各都県における工夫された事業運営が大変参考になりまし

た。 

 

 

４ 運営適正化委員会委員選考委員会の設置・開催 

選考委員会は、運営適正化委員会の中立性・公正性を保ち、運営適正化委員会委員の

選考過程の透明性を保つために設置されています。 

今年度は令和４年８月４日（木）、オンラインで開催されました。 

 

（１）委員構成 

選考委員会の委員は、次の各分野から選任されます。 

①福祉サービスの利用者を代表する委員（２名） 

②社会福祉事業を経営する者を代表する委員（２名） 

③公益を代表する委員（２名） 

 

（２）定数及び任期 

選考委員の定数は６名で、任期は２年間です。 
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（３）委員の選出方法 

選考委員は、埼玉県社会福祉協議会会長が選任します。選任にあたっては、各分野か

ら委員候補者を選出し、住民、福祉サービス利用者、社会福祉事業の経営者等から意見

を聴くために、市町村社会福祉協議会等で一定期間候補者を公示し、意見を聴取します。 

 

（４）選考委員会委員 

任期：令和２年８月１日から令和４年７月３１日まで 

（所属等は令和２年８月１日就任時） 

分 野 氏 名 主 な 所 属 等 

福祉サー

ビスの利用

者を代表す

る委員 

田中 一 
特定非営利活動法人埼玉県障害者協議会    

代表理事 

落合 一弘 
公益財団法人埼玉県老人クラブ連合会 常務理

事兼事務局長 

社会福祉

事業を経営

する者を代

表する委員 

金子 伸行 埼玉県社会福祉法人経営者協議会 会長 

長岡 均 埼玉県社会福祉法人経営者協議会 副会長 

公益を代

表する委員 

稲葉 一洋 大学教授 

大谷 富夫 
一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会 

会長 

 

任期：令和４年８月１日から令和６年７月３１日まで 

（所属等は令和４年８月１日就任時） 

分 野 氏 名 主 な 所 属 等 

福祉サー

ビスの利用

者を代表す

る委員 

田中 一 
特定非営利活動法人埼玉県障害者協議会    

代表理事 

落合 一弘 
公益財団法人埼玉県老人クラブ連合会 常務理

事兼事務局長 

社会福祉

事業を経営

する者を代

表する委員 

池田 徳幸 埼玉県社会福祉法人経営者協議会 会長 

長岡 均 埼玉県社会福祉法人経営者協議会 副会長 

公益を代

表する委員 

稲葉 一洋 大学名誉教授 

大谷 富夫 
一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会 

会長 
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Ⅱ 日常生活自立支援事業運営監視（運営監視合議体） 

 
１ 運営監視合議体の開催 

今年度はすべての会議をオンラインで開催しました。 

 

＜第１回＞ 

期 日  令和４年５月１０日（火） 

議 題  令和４年度日常生活自立支援事業運営監視の実施について 

 

＜第２回＞ 

期 日  令和４年９月１３日（火） 

  議 題  委員改選に伴う合議体委員長の選出について 

 

＜第３回＞ 

期 日  令和４年１１月８日（火） 

  議 題  令和４年度日常生活自立支援事業運営監視現地調査における実施結果の

報告について 

令和４年度日常生活自立支援事業運営監視結果の通知について 

 

＜第４回＞ 

期 日  令和５年３月１４日（火） 

  議 題  令和５年度日常生活自立支援事業運営監視方針（案）について 

令和５年度日常生活自立支援事業運営監視対象社協（案）について 

 

 

２ 日常生活自立支援事業現地調査の実施結果 

 

（１）現地調査概要 

実施時期   令和４年７月～令和４年９月（１１日間） 

実施方法   訪問による現地調査 

実施社協数  １６市町社協 

 

 実施日 対象社協 

１ 令和４年７月１３日（水） 白岡市社会福祉協議会 

２ 
    ７月２０日（水） 

日高市社会福祉協議会 

３ 狭山市社会福祉協議会 

４ ７月２７日（水） 加須市社会福祉協議会 
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５ ７月２９日（金） 朝霞市社会福祉協議会 

６ ８月 １日（月） 越生町社会福祉協議会 

７ 
８月 ２日（火） 

吉川市社会福祉協議会 

８ 八潮市社会福祉協議会 

９ 
８月 ８日（月） 

入間市社会福祉協議会 

１０ 飯能市社会福祉協議会 

１１ 
８月２４日（水） 

羽生市社会福祉協議会 

１２ 行田市社会福祉協議会 

１３ 
８月２６日（金） 

皆野町社会福祉協議会 

１４ 小鹿野町社会福祉協議会 

１５ ８月３１日（水） ふじみ野市社会福祉協議会 

１６ ９月１５日（木） 毛呂山町社会福祉協議会 

 

（２）  事業実施体制・運営全般 

ア 専門員、生活支援員の配置と対応件数 

 

日常生活自立支援事業では、初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結に至

るまでの業務を行う「専門員」と支援計画に基づき具体的な支援を行う「生活支援

員」が実際の実務を行います。 

各市町社協に配置された「専門員」と「生活支援員」の人数と対応している利用

者の件数の状況は以下の通りです。 

 

① 専門員、生活支援員の配置状況  

専門員と生活支援員の配置状況は、表 1 の通りでした。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 多くの社協で、専門員は、日常生活自立支援事業以外の業務を兼務してい

る状況が確認されました。なお、生活支援員は、それを行うために必要な資

格はありませんが、法人後見を実施している社協では、市民後見人養成講座

修了者や市民後見人・法人後見支援員が生活支援員の担い手になっている傾

向がみられました。 

専門員 
生活支援員 合計 

専任 兼務 計 

１名 ４９名 ５０名 ９９名 １４９名 

表１ 専門員、生活支援員の配置状況 
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② 専門員、生活支援員の対応件数 

専門員と生活支援員が利用者の支援をしている件数は、表２の通りでした。 

 

 人数 対応件数 平均対応件数 

専門員 ５０名 ９７件 １．９件 

生活支援員 ９９名 １７９件 １．８件 

合計 １４９名 ２７６件  

  ※同一の利用者に専門員と生活支援員が対応している件数が含まれるため、実際の契数件数とで差異がある。 
 

○ 平均対応件数から、僅かではありますが、専門員が生活支援員よりも利用者

の支援を行っている状況が確認されました。 

○ 本来、利用者の支援は、専門員の指示のもと生活支援員が行うこととされ

ています。しかし、次のような理由から、専門員が直接利用者を支援してい

る状況が確認されました。 

 

（ア） 生活支援員の確保が難しく、生活支援員への引き継ぎができないた

め、専門員による対応が継続する状況になっている。 

（イ） 利用開始直後で専門員が集中的に関わる必要性がある。 

（ウ） 利用者が抱えている問題や課題が複雑で、他機関との調整等が必要で

あるため専門員が直接支援する必要性がある。 

（エ） 利用者が住所地外の施設に入居していることや、利用者の都合で定期

的な支援ができない。 

    特に（ウ）の理由で、生活支援員に引き継ぎができない状況にあるケースが多

くなっている傾向が確認されました。そこには、支援内容等に対応する資質や

スキルといった質的な部分で、専門員が対応を継続する状況になっていること

が伺われました。 

    その結果、多くの専門員は、自身が担当する他の業務と並行して、利用者の支

援を実施する状況にあり、それは、専門員の業務負担を大きくする一因になりま

す。また、場合によっては利用者への不利益につながる可能性をはらんでいるこ

とが懸念されます。 

そのため、専門員と生活支援員とが、それぞれの役割で利用者の支援ができ

るような環境を整えていくことが必要と思われます。 

 

イ 研修、会議の開催 

 

専門員や生活支援員の資質向上や情報交換のための会議や研修について、ほとん

どの社協が、実施主体である埼玉県社協が主催する基礎研修や専門研修などの研修

や会議には参加している状況でした。 

一方で、各市町社協が主催する独自の研修等の実施状況は、図１の通りでした。 

  

表２ 専門員、生活支援員の対応件数 
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○ 市町社協主催の研修は、県社協が実施する基礎研修などを補うことを目的

に専門員が中心となり生活支援員に向けて実施されていることが多いのです

が、半数の社協で実施ができていない状況が確認されました。理由は、新型

コロナウィルスの影響というものでした。 

○ しかし、生活支援員に対しては、地域の福祉サービスや社会資源や、利用

者の支援について、専門員等から研修を通じて情報発信や助言指導が必要で

あるため、市町社協主催の研修の実施が望まれます。また研修の実施によっ

て生活支援員の資質が向上し、専門員が直接利用者の支援を行う状況を減ら

していくことにつながる可能性もあります。 

○ 一方、研修を実施している社協では、生活支援員同士の交流を研修内に組

み込み実施しており、研修の効果を高めるものと考えられます。 

 

ウ 広報活動 

 

    多くの対象者に、日常生活自立支援事業を利用してもらうこと、また、地域にお

いて、この事業の理解を深めてもらうために、県社協はパンフレット等を作成

し、広報・啓発活動を行っています。 

    一方で、市町社協では、住民や地域の関係者に向けた事業周知のための広報活動

を行っていますが、その実施状況は以下の図２の通りです。 
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2社協
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市町社協が主催する研修等の回数

図１ 

図２ 広報活動 

 

図 

1社協

3社協

3社協

4社協

4社協

9社協

9社協

10社協

16社協

0社協 5社協 10社協 15社協 20社協

市内公共施設にパンフレットを配架

市民向け出前講座等で事業内容を説明

社協作成のガイドブックに事業内容を掲載

関係機関（行政・地域包括支援センター等）の窓口にパンフレッ

トを配架

関係機関等の担当者にパンフレットを配布

社協窓口にパンフレットを配架

社協だより（広報誌）に事業内容を掲載

関係機関等が開催する研修会や会議等で事業内容を説明

ホームページに事業内容を掲載
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○ 「ホームページに事業内容を掲載」については、全ての市町社協で実施さ

れ、その他でも、「社協だより」や「社協窓口にパンフレットを配架」など

は、多くの社協で取り組まれていました。 

○ また、ホームページ等と併せて、対象となる方への掘り起こしのために、

関係機関等が開催する研修会や会議等に出席し、事業内容を説明したり、市

民向けの出前講座に講師として出席し、事業内容を説明したりする社協も見

られました。このような関係機関や地域住民とのより積極的な関わりが、事

業利用に関する問い合わせや実際の利用相談につながっていくことと思わ

れ、継続的に実施されることが望まれます。 

○ その一方で、ホームページ等のみでしか、事業周知していない社協も見ら

れました。地域に幅広く、日常生活自立支援事業を理解してもらい、対象と

なる方の利用につながっていくような広報・啓発を行っていくための工夫が

必要と思われます。 

 

エ 苦情解決体制 

 

利用者等からの苦情があった際、その解決に適切に努めることとされています

が、各社協の苦情対応の体制は以下の通りです。 

 

○ 苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員が全ての社協で配置されて

いました。なお、多くの社協が、苦情解決責任者は社協の事務局長もしくは

事務局次長が、苦情受付担当者は、日常生活自立支援事業を担当する部署の

上席の職員がその任に当たっていました。 

○ しかし、一部の社協で、苦情受付担当者と苦情解決責任者が同一であった

ため、苦情を言いやすい環境を整える点で、苦情解決体制の見直しの検討を

助言しました。 

○ また、第三者委員の配置について、複数名の配置が望ましいとされていま

す。今回の調査では、全ての社協が２名以上の第三者委員が配置されていま

した。 

 

オ 新型コロナウィルスの影響 

 

    近年の新型コロナウィルスの感染拡大は、利用者の支援に大きく影響を及ぼしま

した。社協からは、以下の話がありました。 

 

「施設や病院が支援場所となっている利用者では、面会制限によって、本人と

直接会うことができず、様子を把握するのが難しい状況が続いている。」 

「生活支援員から訪問を控えたいという申し出があり、一時的に、全てのケー

スを専門員が対応した。」 

「訪問時間の短縮や利用者宅には上がらずに玄関口で支援を行う対応をした。」 
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（３） 個別の契約の状況 

ア 契約の状況＜契約件数２７６件＞ 

 

日常生活自立支援事業の利用者の多くが、日常的金銭管理に関わるサービスを

利用されており、通帳や印鑑を管理する社協では、サービスの実施状況に関する

書類や記録の保管を徹底するとともに、定期的に、その状況を確認する必要があ

ります。 

契約件数と日常的金銭管理に関する契約件数の割合や通帳預かりなどのサービス

の内訳は、表３の通りです。 

 

 

 

 

 

 

○ ９割以上が、日常的金銭管理に関する内容の契約でした。本来、福祉サービ

スの利用援助の延長線上にあった日常的金銭管理が、主な利用の目的になって

いる傾向にあります。 

○ また、日常的金銭管理に関わる内容の契約の８割以上で、社協が通帳を預か

っている状況等が確認されました。 

 

   ① ５０万円を超える通帳の預かりの件数 

日常的金銭管理では、預かることができる金額は５０万円以下とされています。

今回の調査では、状況は表４の通りでした。 

 

通帳預かり件数 ５０万円を超える通帳の預かり件数 割合 

２３６件 ９０件 ３８．１％ 

 

○ 預かっている通帳の金額が１００万円を超えるものも複数の社協で確認さ

れました。各社協、定期預金への移し替え等、適正な金額になるよう利用者へ

の提案を行い、対応しているところですが、新型コロナの影響で、施設等に入

所している利用者は外出を控えたり外出が制限されたりしたため、移し替えの

対応が滞っている状況が確認されました。 

 

   ② 保管物引受人が未選任の件数 

通帳や書類等を預かる際、保管物引受人の選任が原則とされています。今回の

調査では、状況は表５の通りでした。 

 

通帳や書類等の預かり件数 保管物引受人が未選任の件数 割合 

契約件数 
日常的金銭管理に 

関する契約件数 
％ 

通帳預か

り 

件数 
％ 

通帳や書類

の 

預かり件数 
％ 

２７６件 ２６２件 ９４．９％ ２３６件 ８５．５％ ２３７件 ８５．９％ 

表３ 契約件数と利用するサービス 

 

 

図 

表４ ５０万円を超える通帳の預かり件数 

表５ 保管物引受人が未選任の件数 
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２３７件 ８３件 ３５．０％ 

 

○ 保管物引受人が選任できない理由では、次のような理由がありました。 

(ア) 利用者に身寄りがない 

(イ) 親族等との関係が悪い 

○ 保管物引受人等に返却できない場合、専門員は必要な対応が求められるため

業務負担が少なからず増大することが予想されます。 

そのため、関係機関とは、支援会議等で折に触れて、保管物の取り扱いにつ

いて相談や情報共有を行えるような関係性を築いておくことが大切だと思わ

れます。 

 

イ 通帳・印鑑、書類等の保管物の管理状況 

 

    社協で預かっている通帳・印鑑、書類等の保管物の管理は、適切に行われていな

ければなりません。以下の状況が確認されました。 

 

○ 通帳や印鑑の管理について、それぞれ別々にして金庫などに保管され、取り

出しや返却も、その都度、複数の職員で確認しており、おおむね適切に管理さ

れていました。 

○ 上記に加えて、月に一度、もしくは、数か月に一度、担当者と管理者が通帳

や印鑑の管理状況を確認していました。 

○ 金庫の開閉も、金庫管理責任者のみが取り扱い、事業担当者が保管物を直接

金庫から取り出しをしないという体制を整えている社協もありました。 

○ 通帳・印鑑は金庫で管理されているものの、職員が誰でも金庫を開閉できる

状況になっている社協もありました。リスク管理の面から、金庫の開閉につい

て見直しを助言しました。 

○ 書類預かりサービスで預かっている書類の確認について、多くの社協は、預

けている貸金庫には、年に１度や２度、不定期に複数名で実施していました。 

 

ウ 契約解除の事務手続き 

 

    契約解除となったケースは、全体で７０件ありましたが、その状況は以下の通り

です。 

 

○ 契約解除の理由については、図３の通りでした。「死亡による解約」が約３割

でした。次いで、「成年後見制度への移行」や「入所施設等で管理」が約２割ず

つでした。 

○ なお、契約解除の理由で「金銭管理を行う他のサービスを利用」がありまし

た。死後の事務や施設入所等で保証人になってもらいたいという希望を利用者

から求められたということでした。 
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エ 成年後見制度への移行に関する支援 

 

    日常生活自立支援事業は、判断能力が低下していても利用者自身が契約行為を行

えるということが前提のサービスです。しかし、判断能力がさらに低下して、契約

行為が行えなくなれば、成年後見制度への移行が必要です。日常生活自立支援事業

から成年後見制度への移行に関する支援について、以下の状況が確認されました。 

 

○ 成年後見制度への移行が必要と判断する理由としては、判断能力が低下して

意思疎通が難しくなってきていることや契約能力が無くなったと判断される

ことを前提に、次のようなケースの場合に、成年後見制度への移行を考慮され

ていました。 

(ア) 本人の権利擁護のため専門的な法律の知識が必要と判断される。 

(イ) 多額の預貯金等があり、財産管理の必要性がある。 

○ 成年後見制度への移行が必要な利用者に対する支援としては、次のような対

応をしていました。 

(ア) 成年後見の申立をするため親族や病院、市役所や関係機関等に本人の状

況を説明し、親族等に申立の対応を求めた。 

(イ) 市長申立を地域包括支援センターや市役所に相談し、対応を依頼した

（している）。 

○ しかし、なかなか成年後見制度の申立てが進まない状況があり、一部の社協

では、日常生活自立支援事業の範囲を超えての利用者支援をせざるを得ない状

況が起きており、対応に苦慮していました。 

 

  

図３ 
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Ⅲ 福祉サービスに関する苦情解決（苦情解決合議体） 

 

１ 苦情解決合議体の開催 

 

回 開 催 日 議 題 

１ 令和４年 ４月１２日（火） ・新規、継続案件等  ５件 

２ 令和４年 ５月１０日（火） ・新規、継続案件等  ７件 

３ 令和４年 ６月１４日（火） ・新規、継続案件等  ７件 

４ 令和４年 ７月１２日（火） ・新規、継続案件等  ８件 

５ 令和４年 ８月 ９日（火） ・新規、継続案件等  ５件 

６ 令和４年 ９月１３日（火） ・新規、継続案件等  ５件 

７ 令和４年１０月１１日（火） ・新規、継続案件等  ４件 

８ 令和４年１１月 ８日（火） ・新規、継続案件等  ４件 

９ 令和４年１２月１３日（火） ・新規、継続案件等 １０件 

１０ 令和５年 １月１０日（火） ・新規、継続案件等 １１件 

１１ 令和５年 ２月１４日（火） ・新規、継続案件等  ９件 

１２ 令和５年 ３月１４日（火） ・新規、継続案件等  ９件 
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２ 福祉サービス苦情相談の概要と実績 

 

（１）相談件数 

委員会付議件数は４１件、その他相談件数は３４１件となりました。障害者分野

では共同生活援助（グループホーム）に関する相談が多く、児童分野は保育所や障

害児サービス（放課後等デイサービス）などに関する相談が多くありました。また、

その他はすべて社会福祉協議会における生活福祉資金貸付や日常生活自立支援事

業に関する相談でした。 

 

＜対象者＞ 

  年度 

件数 
Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

委員会付議

件数（*1） 
56 45 27 29 41 

高齢者 
6 5 2 4 2 

10.7% 11.1% 7.4% 13.8% 4.9％ 

障害者 
31 29   16   17  26（*3） 

55.4% 64.5% 59.3% 58.6% 63.4％ 

児童 
15 11 7 4 7 

26.8% 24.4% 25.9% 13.8% 17.1％ 

その他 
4 0 2 4 6 

7.1% 0.0% 7.4% 13.8% 14.6％ 

その他相談

件数（*2） 
272 255 374 342 341 

（*1） 委員会付議案件：社会福祉法第２条に該当する福祉サービスについて委員からの専門的

助言を必要とし、委員会に付議した案件。 

（*2） その他相談案件：委員会に付議しない相談で、内容としては、制度に関する相談、苦情

解決体制に関する相談などが含まれます。 
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272
255

374 342 341

328
300

401
371

382

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H30 R1 R2 R3 R4

相談件数の推移
その他相談

委員会付議
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（２件）

7.7%

その他（障

害不明等：

１１件）

42.3%

（＊3）障害者の内訳

 26件 
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（２）苦情内容 

苦情内容については、「職員の接遇」や「サービスの質や量」、「情報提供・説明」

の相談が多い状況となりました。相談の背景として、職員とのコミュニケーション

がうまくいっていないことが伺えるものが多くありました。なお、内容に応じて行

政機関に情報提供するべきと判断された相談もありました。 

 

＜苦情内容＞ 

  年度 

件数 
Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

合計 56 45 27 29 41 

職員の接遇 
24 16 8 17 23 

42.8% 35.5% 29.6% 58.8% 56.1% 

サービスの 

質や量 

17 15 10 5 9 

30.3% 33.3% 37.1% 17.2% 22.0% 

情報提供・ 

説明 

10 3 7 4 8 

17.9% 6.7% 25.9% 13.8% 19.5% 

利用料 
1 3 1 0 0 

1.8% 6.7% 3.7% 0.0% 0.0% 

被害・損害 
1 3 1 1 1 

1.8% 6.7% 3.7% 3.4% 2.4% 

権利侵害 
3 5 0 2 0 

5.4% 11.1% 0.0% 6.8% 0.0% 

その他 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

. 

職員の接遇

56.1%サービスの質や

量

22.0%

説明・情報

提供

19.5%

被害・損害

2.4%

苦情内容
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（３）対応結果 

寄せられた苦情や相談は、相談者から詳しい状況を聞き取り、相談者の意向を確

認した上で対応します。「その他」において、文書により虐待に関する相談が寄せ

られたため、行政機関に情報提供を行いました。 

 

＜解決結果＞ 

  年度 

件数 
Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

合計 56 45 27 29 41 

相談助言 
42 37 23 21 31 

75.0％ 82.2％ 85.2％ 72.5％ 75.6％ 

紹介伝達 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

あっせん 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

通知 
1 1 1 2 0 

1.8% 2.2% 3.7% 6.9% 0.0% 

その他 
0 0 1 1 4 

0.0% 0.0% 3.7% 3.4% 9.8% 

継続中 
13 ７ 2 5 6 

23.2% 15.6% 7.4% 17.2% 14.6% 

意見要望 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

相談・助言

75.6%

その他

9.8%

継続中

14.6%

対応結果
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＜苦情の内容について区分と例示＞ 

区 分 例 示 

職員の接遇 ・職員の態度や言葉遣いが悪い。 

サービスの質や量 
・契約内容とサービスが違う。 

・事業所が勝手にサービスをキャンセルする 

利用料 
・不当な自己負担を求められた。 

・自己負担額増額の内容が説明されていない。 

説明・情報提供 
・契約書と実際のサービスが違っている。 

・サービスの内容について説明をしてもらえない。 

被害・損害 
・所有物がなくなった。破損した。 

・サービス利用中にケガをした。 

権利侵害 
・虐待を受けた。 

・プライバシーを侵害された。 

その他 ・上記にあてはまらない事項 

 

＜苦情解決の結果についての区分と内容＞ 

区 分 内 容 

相談助言 相談助言により終了。 

紹介伝達 他の専門機関への紹介、行政機関への伝達等により終了。 

あっせん 運営適正化委員会によるあっせんにより終了。 

通  知 都道府県知事への通知により終了。 

その他 

申出人から取り下げられたもの、立ち入り調査ができなか

ったもの、明らかに運営適正化委員会での対応が適切では

ないと判断されたものなど。 

継続中 令和５年３月末日現在終結に至らず継続中のもの。 

意見・要望 法令や制度に対する苦情や要望など。 
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３ 苦情相談対応事例（事例については一部改変しています。） 

 

（１）事例＜相談内容：職員の接遇＞ 

（対象者：障害者 申出人：本人 事業所種別：就労継続支援Ｂ型） 

内 容 委員会の対応 

サービス管理責任者の態度が怖

い。サービス管理責任者は利用者や

作業内容等、細かいことが気になっ

ており手一杯のようだ。利用は継続

したいがサービス管理責任者が苦

情相談窓口の担当者のため相談し

づらい。 

運営適正化委員会について説明し、改善のため

の申し入れを行うことができる旨を伝達したとこ

ろ申出人から希望があった。 

事業所施設長に相談内容について申し入れをし

たところ、職員への指導を含めて対応するとのこ

とだった。事業所からの回答を申出人に伝えたと

ころ、「伝えてもらえて安心した。」とのことで終

結となった。 

 

（対象者：児童 申出人：家族 事業所種別：放課後等デイサービス） 

内 容 委員会の対応 

 スタッフが威圧的で子どもが嫌

な思いをして帰ってきているよう

だ。事業所の責任者に対して対応

の改善を求めたが、変わっていな

いようだ。改善してほしい。 

事業所に改善を求める申し入れを行うことがで

きること、職員の対応が虐待の恐れがあるのであ

れば市役所に通報できる旨を伝達した。 

申出人の希望により事業所に申し入れをしたと

ころ、職員の対応については改めて見直しを行う

ということになった。なお、申出人には心当たり

があり他機関からも連絡がきている。行政を含め

た多機関で家族全体を支援している、とのことだ

ったので、今後も対応を依頼して終結となった。 

 

（対象者：障害者 申出人：本人 事業所種別：相談支援事業所） 

内 容 委員会の対応 

 相談支援事業所で月１回、時間

を限定するという約束で話を聞い

てもらっているが、昨日の相談員

の態度が高圧的な態度だった。事

業所に連絡をして改善を求めたと

ころ「こちらを使わなければいい

のではないか。」と言われた。納得

できない。事業所と話をしたい。 

申出人は事業所に相談内容の伝達や申し入れを

希望された。 

事業所に連絡したところ、約束通りにはなって

おらず電話は毎日かかってきている状況だが、指

摘された発言はしていないということだった。申

し入れを行ったところ、申出人と話をするという

ことになった。 

その後、事業所と申出人とで話し合いを行い支

援方法を見直した結果、状況が改善し申出人は落

ち着いて過ごしているということで終結となっ

た。 
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（２）事例＜サービスの質や量＞ 

（対象者：障害者 申出人：本人 事業所種別：居宅介護） 

内 容 委員会の対応 

 ヘルパーに買い物を依頼してい

るがいつもと違う店で買ってきて

ほしいと頼んでも応じてもらえな

い。もっと柔軟に対応してもらえ

ないものだろうか。 

事業所に対して申出人の気持ちを伝え、話し合

いを促すことが出来る旨を伝えたところ、申し入

れを希望された。事業所に連絡をしたところ、嗜

好品の買い物のため、すべてを受け入れることは

難しいと考えるが、相談支援事業所の担当者も含

めて申出人とよく話し合うようにしたい、とのこ

とだった。申出人から「言ってもらえてよかった。

話をしてみたい。」とのことで、終結となった。 

 

（対象者：障害者 申出人：本人 事業所種別：共同生活援助） 

内 容 委員会の対応 

 隣の部屋からの騒音に悩んでい

る。それにより生活に支障が出て

いる。騒音が軽減されるような工

夫が出来ないか、と思うが自分で

は感情的になってしまうので事業

所に伝えてほしい。 

申出人の希望により事業所に申し入れを行った

ところ、本人からの申し出により事業所としては

話し合いを行い、また、隣人とも話し合いをして

配慮することになっているが不十分と感じている

のかもしれないとのことだった。生活のペースが

違う部分もあるので双方と話し合いながら、改め

て対応を検討したいとのことだったので、申出人

とよく話し合っていただくよう対応を依頼し、終

結となった。 

 

（３）事例＜説明・情報提供＞ 

（対象者：障害者 申出人：本人 事業所種別：共同生活援助） 

内 容 委員会の対応 

 契約書に記載されている以上の金

額の支払いを求められ、サービス内

容が契約書通りになっていない。希

望していないのに事業所に金銭管理

をされていることに納得ができな

い。 

 申出人としては、気持ちを伝達してもらい事業

所と話し合いたいとのことだったため、事業所に

伝達することになった。 

 事業所の管理者に連絡し、申出内容を伝達した

ところ、相談支援事業所も含めて今後話し合いを

行うとともに、運営会社と責任者の方針も異なっ

ていることから、引き続き対応することになって

いる、とのことだったため、申出人が納得される

ように対応を依頼した。 

 その後、双方で話し合いを行い、契約書通りの

サービスを提供する状況になり申出人も落ち着い

て生活できている、とのことだった。 
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４ 苦情解決巡回相談 

事業所の苦情解決体制の確認や困難案件の状況、情報交換などを行うため、苦情解

決巡回相談を実施しました。今年度は児童福祉サービス事業所（認可保育所）、障害福

祉サービス事業所（就労移行支援事業所）、市町村社会福祉協議会の３か所を訪問して

実施しました。 

実施時期：令和５年１月（延べ３日間） 

 

５ 研修会 

事業者の苦情解決体制の充実を図り、福祉サービスの質の向上につなげることを目

的に研修会を実施しています。今年度は児童福祉サービス事業所の苦情受付担当者、

苦情解決責任者等を対象として、事業所の苦情解決体制の重要性を認識していただき、

サービス向上を目指すことを目的として、埼玉県社会福祉協議会と共催で行いました。 

 

日 時 方 法 参加者 内容 

令和４年９月２１日（火） 

１３：００～１５：３０ 

Zoom を利

用 し た オ

ン ラ イ ン

研修 

３６名 報告「苦情解決体制と県内の福祉サービス

に関する苦情の状況について」 

埼玉県運営適正化委員会 事務局 

 

講義「苦情解決体制整備の重要性」 

埼玉県運営適正化委員会委員長 

栗原 直樹氏 

 

講義及び演習「苦情対応をサービス向上に

つなげるために」 

株式会社 学宣 

主任講師 山田 豊文氏 

 

 

 

６ 広報・啓発活動 

福祉サービスに関する苦情解決の仕組みや運営適正化委員会の機能・役割を県民や

社会福祉事業従事者に周知するため、各種研修においてパンフレットやポスターの配

布を行いました。 

 

 

  



 

 

 

 

令和４年度 埼玉県運営適正化委員会 

事業報告書 

 

（社福）埼玉県社会福祉協議会 埼玉県運営適正化委員会  

   〒330-8529  さいたま市浦和区針ヶ谷４-２-６５ 

          彩の国すこやかプラザ内  

          電話 ０４８－８２２－１１９４ 

         FAX  ０４８－８２２－１４０６  


